
 

 

 2013 年 3 月 1 日 

 日本郵便株式会社 

関 東 支 社 

 

 

 

 

弊社日光東郵便局（栃木県日光市、局長 小島 秀一）の元期間雇用社員が、配達

すべき郵便物を隠匿していたことから、３月１日（金）、郵便法違反により、今市警

察署から宇都宮地方検察庁に書類送致されました。 

ご利用のお客さまに多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。また、

弊社に対する信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。 

今後このようなことが発生しないよう、管内全社員に対する指導を徹底してまい 

ります。 

 

１ 発 生 局  局 名 旧日光東支店鬼怒川温泉集配センター 

（現 鬼怒川温泉郵便局） 

        所在地 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４０６－１０ 

 

２ 関 係 者  氏 名 Ａ（２９歳） 

        所 属 郵便課 元期間雇用社員 

 

３ 犯行時期  平成２５年１月１８日（金） 

 

４ 通 数 等  郵便物 １０１通 

 

５ そ の 他  当該社員については平成２５年２月２５日付けで懲戒解雇してい

ます。 

                                           以 上  

 

 

 【報道関係の方のお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 関東支社 

郵便事業本部 総務部（広報担当 萩野・金子） 

電話：(直 通)０４８－６００－２１０４ 

     (ＦＡＸ)０４８－６０１－１８２９ 

弊社 日光東郵便局元期間雇用社員による郵便物の隠匿 


